
平成 27年度第 2回 鹿島区地域協議会 会議録

<地域協議会の 日時・場所 >

1 日 時 :平成 27年 5月 27日 (水 )

午後 1時 30分～午後 5時 15分

2 場 所 :鹿島区役所 大会議室

【 会 議 録 】

1 開  会

2 委嘱状交付

平成 27年 5月 1日 付で委員 となつた内田雅人委員へ区役所長が委嘱状を

交付 しました。

○事務局

地域協議会成立要件の確認

委員数 15名
【出席委員名】11名
五賀和雄、折笠寛昭、大塚悦子、鈴木直門、星ちづ子
西 道典、齊藤延広、内田雅人、菅野行雄、早川孝雄
前田典郎

【欠席委員名】 4名
松野豊喜、西 達也、森 和浩、渡部裕幸

委員の過半数が出席していることにより、本会議が成立していることを確認。

3 会長あいさつ



4 区役所長あいさつ

5 会議録署名人の指名

五賀会長が会議録署名人に齊藤延広委員 と内田雅人委員を指名 しました。

6 議事

(1)報告事項

①マイナンバー 社会保障・税番号制度について

○五賀会長

それでは議事に入 ります。

報告事項① 「マイナンバー 社会保障 0税番号制度について」担当より説

明を求めます。

○情報政策課情報政策係長

(資料により説明)

○五賀会長

説明が終わりました。質問等ありますか。

○早川委員

マイナンバーは市民全員に付与 されるのですか。それ とも希望者のみです

か 。

○情報政策課情報政策係長

市民全員です。

○早川委員

マイナンバーを導入することによつて、行政の 日常業務の経費節減効果は

どのくらい期待できると思いますか。

○情報政策課情報政策係長

申請書類等があつた際に、内容を確認する作業に時間がかかつていました

が、個人番号を利用 して直接情報を保管 しているところから提供 されること

で、正確性 と効率性が増 します。それにより、事務量の削減、職員の負担軽

減につながりますが、どのくらい削減になるかは試算 してお りません。

○前田委員

①カー ドが不要な場合は、交付を受けないこともできるのですか。

② どのような場合に処罰 されるのですか。

③導入には一人当た りどのくらいの費用がかか りますか。



○情報政策課情報政策係長

①マイナンバー と個人番号カー ドはわけて考えていただきたいと思います。

マイナンバーは全国民に付番 されますが、個人番号カー ドは希望者に対 して

の交付です。個人番号カー ドは、顔写真が入るので本人証明にもな ります。

②個人に対 してとい うよりも、行政側で個人番号を目的外に利用すること

は禁止 されています。個人番号を利用できる事務は法律で定められています

ので、 目的外の利用については、一定の罰則が課せ られます。

また、全 く他人の方が個人番号を収集 して、いろいろな情報を入手するこ

とも禁 じられてお ります。

③国では平成 27年度に 1,000万枚の発行を想定 しています。カー ド単価は

700円 程度ですが、皆様がカー ドの交付を受ける場合は無料です。

○前田委員

写真つきとい うことは、その際は市役所に行かなければな りませんか。 自

宅に来てもらえるのですか。

○情報政策課情報政策係長

国では、写真を自己負担で用意 していただき、郵送で個人番号カー ドの交

付を申請することを想定 しています。また、市役所に申請書を持参 していた

だくこともできますが、その場合の写真を市で撮影するか、自己負担で準備

するかについては今後検討 します。

○西 (道 )委員

確認ですが、通知カー ドを受け取 られた方でも、交付を受けるつもりがな

い場合は個人番号カー ドを申請 しなくても構わないのですか。

○情報政策課情報政策係長

個人番号カー ドは強制ではないので、交付を受けなくても差 し支えあ りま

せん。 しかし、最初に郵送 される通知カー ドに個人番号は表示 されますが、

本人の証明書にな りません。

○西 (道)委員

個人情報ファイルが庁内で共有 されるとい うことになれば、市職員全員が、

すべての情報を見れる状況になるのですか。

○情報政策課情報政策係長

すべてシステムを通 した部分の処理 とな り、システムは職員によつてアク

セス制限がありますので、誰でも見れるとい うことにはな りません。

○西 (道)委員

『所得や他の行政サービス受給状況や所得等を把握 しやす くなる』 とあり

ますが、税申告はしなくてもよくなるので しょうか。また、生活保護の申請

や確認 もできるようになるので しょうか。



○情報政策課情報政策係長

市民税を賦課するための申告などは当然必要にな ります。

その上で、例えば生活保護の確認のために改めて本人から情報を得るので

はなくて、税務課の課税情報を個人番号 と関連づけて利用するとい うことに

なります。

○五賀会長

ほかに質問がないようですので、報告事項① 「マイナンバー 社会保障 0

税番号制度について」を終わ ります。

②個人情報保護条例の一部改正をパブリックコメン トに付すことについて

○五賀会長

次に② 「個人情報保護条例の一部改正をパブ リックコメン トに付すること

について」担当より説明を求めます。

○総務課法務文書係長

(資料により説明)

○五賀会長

説明が終わりました。質問等ありますか。

特にないようですので、報告事項② 「個人情報保護条例の一部改正をパブ

リックコメン トに付すことについて」を終わ ります。     
´

③南相馬市指定介護予防支援事業運営基準等及び地域包括支援センターの設

置者が遵守すべき基準に関する条例の制定について

○五賀会長

次に報告事項③ 「南相馬市指定介護予防支援事業運営基準等及び地域包括

支援センターの設置者が順守すべき基準に関する条例の制定について」担当

より説明を求めます。

○長寿福祉課介護保険係長

(資料により説明)

○五賀会長

ただいま説明が終わ りました。質問等ありますか。

○菅野副会長

市内には一人暮 らしの高齢者が多いと聞いていますので、そ うい う方達に

集まつていただいて子 どもたちに昔遊びを教える、待機児童をなくす、そ し

て高齢者の方も元気になる、といつた取 り組みをどんどんやつていただいた

らいいのではないかと思います。

○長寿福祉課介護保険係長



ご指摘の件については、介護予防 として原町区を中心に活動の場の提供を

させていただいています。今後 も、教育委員会 と調整をした中で計画 してい

けるよう、担当に伝えます。

○前田委員

パブリックコメン トには何件 くらい意見がありましたか。

○長寿福祉課介護保険係長

意見はありませんでした。

今回はあくまでも、地域包括支援センターが事業者 として遵守すべきもの

に対 しての法律であ り、現在介護サー ビスを受けている方に対 しての直接的

な影響がないため意見がなかったと考えています。

○五賀会長

ほかになければ、これで報告事項③ 「南相馬市指定介護予防支援事業運営

基準等及び地域包括支援センターの設置者が順守すべき基準に関する条例の

制定について」を終わ ります。

④パブリックコメン ト手続条例の制定について

○五賀会長

次に報告事項④ 「パブ リックコメン ト手続条例の制定について」担当より

説明を求めます。

○秘書課政策調整係長

(資料により説明)

○五賀会長

説明が終わ りました。質問等ありますか。

○前田委員

パブ リックコメン トは最終的にどの部署で実施するのですか。

○秘書課政策調整係長

パブ リックコメン トの実施方法についての指導的立場は秘書課、パブ リッ

クコメン ト自体を実施するのは政策担当課が行い、市民からいただいた意見

をどのように政策に反映させるかを考えることにな ります。

○西 (道)委員

見直 しによる影響が 3件、平成 26年度全件数 47件 となっていますが、件

数の内訳はどうなっているのですか。

○秘書課政策調整係長

パブ リックコメン トにかけなければならないものは、市民に直接影響があ

る条例・規則 となります。

昨年度制定 した条例 0規則が全部で 47件、その中で実際にパブ リックコメ



ン トにかけたものが 4件でした。

今回この条例を制定することにより、残 りの 43件のうち 3件はパブ リック

コメン トにかけなければならないとい う形にな ります。見直 しをしても、残

りの 40件については、市民に影響のない規則・条例ですので、パブリックコ

メン トにかける必要はありません。

○西 (道)委員

市民に直接関係のない条例 とはどのようなものがありますか。

○秘書課政策調整係長

例えば南相馬市か しま交流センター条例です。 これは、施設名や施設の場

所を定めたものであり、直接市民には影響 しません。

ほかには南相馬市税条例です。これは直接市民に関係 しないわけではあり

ませんが、法律でパブ リックコメン トにかける必要がないとい う規定があ り

ます。そ ういつた省略を当てはめてい くと、当てはまらないものが新たに 3

件出てくるとい うことです。

○五賀会長

ほかになければ報告事項④ 「パブ リックコメン ト手続条例の制定につい

て」を終わ ります。

(休憩 )

⑤地域 ビジョンの取組状況について

○五賀会長

それでは再開します。

報告事項⑤ 「地域 ビジョンの取組状況について」担当より報告を求めます。

○地域振興課長

(資料により説明)

○五賀会長

説明が終わ りました。質問等ありますか。

○早川委員

『 一本松を活か した商品と観光コースの開発』の項 目の事業費がないのは

なぜでしょうか。ふ くしまデスティネーションキャンペーン等もあ りますの

で、憩いの場 として、予算をつけていただきたいです。

○地域振興課長

早川委員からご指摘があつたように、県のふ くしまデスティネーションキ

ャンペーン等 と連携 しながら、鹿島区内の交流人 口の増加を図るとい うこと

で事業概要にも記載 させていただいています。



予算は計上 していませんが、市 としても積極的なかかわ りは必要だと考え

ています。担当課 と相談 しなが ら、一本松を有効活用するために、必要なも

のについては対応 していきたいと考えています。

○早川委員

民間業者の協賛を得て仮設 トイ レを設置 した り、農園か ら花などを提供 し

ていただいて植 えています。現状を考えると経費が必要だと考えますので、

前向きに取 り組んでいただきたいです。

○地域振興課長

内容等を踏まえて、市でやるべきものについては当然市でやつていきたい

と考えています。

○菅野副会長

①鹿島分署建設はほぼ決ま りだと思いますが、桜平山はイベン トが多 く、

緊急時に非常に混み合って心配であるとい う市民の声が非常に高いです。幹

線道路沿いにつ くるべきではないのかとい う話 もあ りますので、考慮 してい

ただけたらと思います。

②鹿島観光協会で、桜平山を観光地にするために 1年 中花を咲かせたいと

い う話をしてお りましたので、市から援助をいただければありがたいです。

○地域振興課長

①鹿島分署整備事業関係については、地域協議会でも 2度報告 させていた

だいています。

11カ所ほど検討 した結果、早期整備が可能な場所で、水害等の災害への備

え、また市街地からの距離、必要面積などを総合的に検討 し、広域消防及び

市関係課 との協議を経て、鹿島生涯学習センター隣の市有地が一番の適地だ

とい う最終判断にな りました。

菅野委員か らご指摘 どお り、震災の時に進入路が渋滞 した とい う状況は

我々も承知 していますが、県道入 口からは 2車線になってお り、通常の緊急

車の出動には支障がないと考えてお ります。

ただ、イベン ト等で渋滞が危惧 されることはあ ります。道路脇に待避スペ

ースを設けなが ら万が一の時に支障のないようにしていきたいと考えていま

す。

②桜平山を観光地にする件については、観光協会から話を聞きながら協力

していきたいと考えています。

○前田委員

①関連ですが、非常用備蓄倉庫の設置についてはどう考えていますか。

②安定 ヨウ素剤の備蓄、配布については現在 どうなつていますか。

○地域振興課長



①防災備蓄倉庫整備計画を策定するため、今年 3月 末まで業者に委託 し調

査をしていま した。その調査結果を踏まえて、市で方針を定め、それに基づ

いて区でも対応 していくことになります。

○地域振興課振興係長

①倉庫は、現在 1カ 所に設置を予定 していますが、今後 3区に増えるかど

うかはわか り次第お知 らせ します。設置場所はまだ決定 していません。

② ヨウ素剤は、平成 26年 8月 に 40歳以下の人 口分を県から配備 され、本

庁で保管 しています。

○西 (道)委員

『サー ビスエ リアを生かした地域の振興』についてですが、セデ ッテかし

まは非常にいいと思いますが、鹿島観光協会の名前がなくさび しいです。

鹿島区にもいろいろな業者がい らつしやいますので、商工会等を中心に独

自の商品開発やイベン トを実施 し、人が集まるようにできればいいと思いま

す。

○前田委員

関連ですが、セデ ッテか しまにスペースがあるのなら、ふるさと納税の宣

伝をしてはどうですか。

○菅野冨1会長

総務課長からは、道の駅に相談 していると聞きました。

道の駅 「南相馬」は原町商工会議所が設立 した民間会社なので、市 として

ふるさと納税を周知する際には、原町商工会議所や鹿島、小高商工会に相談

するべきではないかとい うことを区役所長からもお話をいただきましたので、

そ うい う形になるのかなと思います。

○区役所長

菅野副会長からあつたように、セデ ッテか しまは株式会社野馬追の里で指

定管理 していますので、そこにあつても、ご指摘は解消されません。ただ 3

区の観光協会や商工会を通 じてできるかどうかは、再度確認 させてください。

それから一本松の件ですが、お聞きになっている方もいるかもしれません

が、現在枯れかけてお ります。

所有者が地元の行政区となっていますので、市で直接管理 してはいません

が、ご支援はしています。

一本松のある場所は防災林 となるところですが、かしまの一本松を守る会

会長、市長、相双農林事務所長で三者会談 し、今のところ範囲から外 してあ

ります。

万が一枯れた場合、防災林にして盛土にしたい とい うことなので、 2年程

度様子を見るとい うことでした。



さらには、一本松の種子を育種センターで育てています。 3粒だけで した

が芽が出ました。

防災林になったときには、今の一本松の遺伝子を持った 3本の苗をそこに

植樹するよう県でも検討するとい う返事をいただいているそ うです。

その中で今後市 としてどのようなことができるか考えていくことにな りま

すので、もうしばらくお待ちいただきたいと思います。

○五賀会長

周辺の草刈 りをするための燃料代、仮設 トイ レの トイ レッ トペーパーや掃

除用具が最低限必要ですが、市の予算がなければ守る会でや らざるを得ませ

ん。ただ守る会にも限度があります。

地域 ビジ ョンで重点プロジェク トや観光コースにするとしながらも、予算

がない とい うことは認識が甘いとい うことですので、何 とか支援 していただ

きたいです。

それか ら育種センターの 3本の苗木は成長 しますので、接ぎ木をして本数

を増やすことも可能です。

そ うい うことも総合的に考えます と、もつともつとこの位置づけをしっか

りして、行政側 もやつていただきなが ら地元の活性化に結びつけていただき

たい、とい うのが守る会を代表 しての説明です。

さらに消防の問題です。

鹿島分署移転の関係ですが、あの場所は交通が非常に混雑 している状況で

す。そ うい う状況の中で緊急性を最重点 とする消防、救急にとつては、初動

操作に大変支障をきたす と思います。道路のつけかえ、車線を増やすなど改

良の話がありましたが、それだけではやは り出るときにかな りの支障をきた

します。

地域協議会では異論もなく終わ りましたが、鹿島区民の中では、あの場所

ではダメだとい う声が大きくなっています。昨 日の鹿島区区長役員会でも別

な場所にすべきだとい う話がありまた。

心配な点を取 り除いて、もう少 し慎重に場所の選定をお願い したいです。

○前田委員

最終決定 していなければパブリックコメン トなどをやってはどうですか。

○地域振興課長

先ほど申し上げま したが、市では鹿島生涯学習センター隣に建設するとい

うことで議会等でも説明 しながら、今回の新年度当初予算の中で、基本設計

や、測量費を認められた経過がありますので、今の場所で行 うとい うことで

考えています。

○西 (道)委員



『相馬野馬追の後継者育成』の項 目で、以前北郷騎馬会の方がいらっしゃ

って、育成のための施設をつ くるとい うことで話がありま した。地域協議会

としても賛同して、議会に付議 されたと思 うのですが、その結果はどうな り

ました1か。

○区役所長

1回 目の議会では、継続審査にな り、 2回 日の議会では採択 されました。

それを受けて市は総合的に検討 しましたが、市の施設 として馬房建設は行

わないとい うことになりました。

騎馬会 として独 自に土地を求めて建設するとい うことで した。その場所が、

ほ場整備の区域内であったため、それを回避するため、市有地を提供 したい

と考えてお りました。ただ、市有地に建設 となると使用料がかか り、固定資

産の評価替えによりかな りの金額 となることか ら、現在騎馬会 と調整中です。

馬場の整備については、野馬追の振興 とい うこともあ ります し、そ ういつ

た形で進めたいと考えています。

○内田委員

地域の絆づくり支援事業補助金ですが、仮設住宅で支援事業を行つている

団体に対 しても補助はありますか。

○地域振興課長

この補助金は仮設住宅 自治会、または行政区で実施する事業を対象にして

いますので、支援団体の方が、その方々と連携 し実施するものについては対

象になると考えます。

○内田委員

緊急通報システム事業は具体的にどのような対応をしているのですか。

○地域振興課振興係長

高齢者で不安を抱えている方、ひ とり暮 らしなど条件があ りますが、その

方に対 して電話連絡を入れる、あとはペンダン ト型ブザーをご自宅に置いて

おき、そのボタンを押 した場合に電話で安否を確認 して、もし電話応答がな

ければ、あらか じめ登録 してある第一通報者に様子を見に行つていただくと

ぃ うシステムをとつています。

○内田委員

パークゴルフ場整備事業について、2017年 4月 の供用開始 と同時に指定管

理制度が導入 されるのですか。

○地域振興課長

現在 も体育施設については指定管理制度をとつてお りますので、このパー

クゴルフ場についても、供用開始 される時点で指定管理による管理になると

思います。
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○内田委員

旧真野小学校体育館改修事業ですが、跡地利活用方針の内容について説明

をお願い します。

○地域振興課長

利活用方針については校舎、園舎は取壊 し、体育館は改修 して活用する、

校庭は多 目的に使えるグラウン ドとして整備、プールは建設時の補助金の関

係がありますので財産処分ができるようになる平成 30年度に取 り壊 しをする

ものです。

体育館改修費 と校庭の整備費については今年度予算措置をしました。

○五賀会長

ほかになければ、この件についてはこれで終了 します。

⑥平成 27年度 6月 補正予算について

○五賀会長

次に報告事項⑥ 「平成 27年度 6月 補正予算について」担当より説明をお願

いします。

○地域振興課長

(資料により説明)

○五賀会長

説明が終わ りました。質問等ありますか。

○前田委員

みちのく鹿島球場は指定管理で管理するのですか。

○地域振興課長

公の施設の管理については、直営または指定管理 とい う運営方法があ りま

すが、震災前 もみちのく鹿島球場も含め、鹿島区内のスポーツ施設等につい

てはすべて指定管理で行つていましたので、再開施設についても指定管理 と

な ります。

○前田委員

指定管理者はどこですか。

○地域振興課長

補正予算後に区内のほかのスポーツ施設を管理 している指定管理業者にな

ると思つています。

○五賀会長

他になければ、この件については終了します。



(2)諮問事項

①鹿島区子どもの遊び場建設について

(区役所長から地域協議会長に諮問)

○五賀会長

それでは諮問事項① 「鹿島区子 どもの遊び場建設について」担当より説明

を求めます。

○男女共同こども課長

(資料により説明)

○五賀会長

ただいま説明が終わ りました。質問等ありますか。

○菅野副会長

この施設に関しては賛成ですが、観光協会の倉庫は大丈夫で しょうか。市

で代替倉庫をつくつていただけるのですか。

○産業建設課長

先 日商工会に出向き、子 どもの遊び場ができる予定なので、この施設が取

り壊 しの対象になつていることを説明させていただきました。

その代替 としま して、とりあえず、別な施設を市で借 りて、そこに物を移

動するとい うことと、将来的には中に入つているイベン ト用品が収納できる

ような倉庫を建設する場所を協議するとい うことで納得 していただきました

ので、そのような形で倉庫の解体については了承をいただいたとい うことで

認識 してお りますので、ご報告 させていただきます。

○菅野副会長

基本的には鹿島町から引き継いだ備品であるとい うことも理解 していきた

いと思います。

○早川委員

鹿島区の小学校等に対 しアンケー トを行つたとい うことですが、人沢、上

真野小学校にも行つたのですか。

○男女共同こども課長

鹿島区内の全小学校にアンケー トをとりました。また鹿島区内の保育園、

幼稚園にもすべて行いました。

○早川委員

計画決定に際 し、保護者以外の鹿島区の住民がどのくらい関与 していまし

たか。

○男女共同こども課長

これまでは保護者を中心に意見をお伺いしてまい りました。

この地域協議会が地域住民の皆 さんの代表者 とい うことでこの地域協議会
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でも協議 させていただいた経過があ りますので、この協議会のご意見を地域

の方々のご意見として受けとめています。

○早川委員

公共事業で、住民や我々地域協議会の意見は参考程度なので しょうか。建

設には計画あ りきではなく、大気汚染、交通事故の増加など、は じめに住民

の姿を考えてほしい と思いますが、今後の見通 しとしてどのように思ってい    。

ますか。

○男女共同こども課長

昨年度 1年間かけて、建設場所について地域協議会を中心に検討 させてい

ただいた経過もあ ります。

また、主に対象 となるお子 さんをお持ちの保護者の意見を十分に反映させ

ていきたいと考えています。

○齊藤委員

駐車場状況調査は、土 日や鹿島小学校のイベン ト時にも行つていますか。

○男女共同こども課長

調査 したのは平 日です。休 日につきましては、千倉体育館にヒア リングに

伺つた経過があ ります。イベン ト時は調査はしてお りませんが、大変混雑す

るとい うお話は伺つています。

○齊藤委員

了解 しました。ただイベン ト時にはかな りの車の台数で、土 日は子 どもの

遊ぶ場です。そ うすると中学生が体育館を使 うため、保護者 もそこに来るよ

うにな り、やは り駐車スペースがない とい うことになるのではないかと思い

ます。

○西 (道)委員

鹿島小学校の北側の駐車場が土 日は空きますので、そこを活用できると思

います。

○五賀会長

ほかにないようですので答申のまとめに入 ります。

原案のとお り、答申してよろしいでしょうか。

○委員

「異議なし」の声

○五賀会長

異議ないようですので原案のとお り答申します。
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(3)その他

①県立養護学校について

○五賀会長

その他① 「県立養護学校について」担当より説明を求めます。

○地域振興課長

県立相馬養護学校は、平成 22年度に県立に移管されました。

校舎が老朽化 し、一部仮設校舎 となっていることや、体育館や校庭を中村

一中と共有 してお り、児童生徒数もふえて校舎が手狭になっている状況です。

そのため十分な教育環境を整えるため、県教育委員会では、移転新築を計

画 しています。

旧鹿島町時代から、鹿島町への移転を要望 してきた経過もあります。

また平成 21年には知事の年頭所感の中で、相馬市立養護学校を県立移管す

るとい う表明がされ、それを受けて平成 21年 2月 12日 付けで、鹿島区選出

の市議会議員 6名 により、鹿島区への誘致 と適切な用地確保に関する要望書

が市へ提出されています。

また平成 21年 3月 12日 付けで相馬市立養護学校父母 と教師の会より、県

立移管後の施設整備については南相馬市鹿島区へ移転 してほしい との要望が

市に出されてお ります。

さらに平成 21年 10月 22日 付けで鹿島区地域協議会より鹿島区内に県立養

護学校建設用地確保を図ることと、意見書が市に提出されてお ります。

そ ういった経過から、震災前は市 として、県の動向を踏まえながら対応 し

ていくとい うことにしていましたが、震災 とな り、現在に至るとい う状況で

す。今回、県から県立養護学校を移転新築するとい う表明がありました。

鹿島区の地域 ビジョンの中でも、県立養護学校の誘致を推進するとい うこ

とがあります。

今回、県から移転候補地について市に打診があつたため、候補地を検討 し

ているところです。

関係課 と候補地を検討 し、県 と協議 しながら、ある程度方向性が出た段階

で、地域協議会へ報告 していきたい と考えています し、地権者、そ して隣接

の関係者にも確認を進めていくとい う予定でいます。現在、鹿島区にとい う

ことで進んでいるとい うことをこの場で報告をさせていただきます。

○五賀会長

説明が終わ りました。質問等ありますか。

○早川委員

相馬地方の地区別の生徒数は把握 していますか。

○地域振興課長
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26年度の通学児童生徒数は 81人です。南相馬市から小学部に 18人、中学

部に 7人、高等部に 26人 とい うことで計 51人が通学 してお ります。

○区役所長

県から鹿島区に建設 とい う打診があつたのではなく、県ではもしかすると

4市町村すべてに打診 しているのかもしれません。

南相馬市では、今まで先ほど経過説明 したように、合併前か らそ ういった

動きがあった り、県立に移管するときも当時の保護者会か ら要請があった り、

そ うい う結果を踏まえて、南相馬市 としては、鹿島区を建設予定地 とするこ

とになると思われますが、決定ではありません。

○前田委員

場所はもう決まっているのですか。

○地域振興課長

候補地については鹿島区にとい うことで検討 してお ります。養護学校のほ

うか らは、高等部の生徒は電車通学を行つているので、鹿島駅から近い場所

が望ま しい とい うことを言われていますので、駅か ら歩いて行ける距離のと

ころで検討 しています。

○西 (道 )委員

私はずつとこの問題にかかわってきました。

南相馬市長 と相馬市長同士では、南相馬市でとい う約束を震災前にしまし

た。

さまざまな条件があ り、場所的には鹿島中学校近 くの仮設住宅のあた りと

い うことで したが、 3 haと い う広さが必要で した。早 く鹿島区で場所を選定

していただきたいです。

養護学校は職員の数もいつぱい必要 とい うことで、地元の採用も多 くなる

と思いますので、ぜひともお願いしたいと思います。

○五賀会長

ほかになければ、この件についてはこれで終了します。

②鹿島区地域協議会委員の変更について

○五賀会長

次に② 「鹿島区地域協議会委員の変更について」担当より説明を求めます。

○地域振興課振興係長

そうま農協からの代表として選出されております折笠寛昭委員につきまし

ては、今月を持ちまして、そうま農協の役職を解かれるということから地域

協議会委員も退任されることになりました。

後任の委員は、そうま農協に推薦を依頼し、次回の地域協議会までに決定
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する予定ですので、あらかじめ皆さんにご報告させていただきます。

○五賀会長

質問等ありますか。

○委員

「異議なし」の声

③次回地域協議会の日程について

〇五賀会長

次に③ 「次回の日程について」説明を求めます。

○地域振興課振興係長

次回は 7月 9日 《木)1時 半からを予定 しています。

○五賀会長

よろしいでしょうか。

では 7月 9日 (木)1時 30分からとい うことでお願い します。

その他何かありますか。

○地域振興課振興係長

皆 さんのお手元のところに前回の 3区合同会議の会議録が配布 してありま

す。会議録の中で、誤字や発言の趣 旨が違つている箇所があ りました ら、ご

連絡をお願いします。

○五賀会長

その他何かありますか。

○菅野副会長

要望事項ですが、先ほどの総務課長 と話 しましたが、ふるさと納税の件は

やはり以前 と同じで全然魅力がありません。

この地域の活性化につなげられるようなふるさと納税を考えてやつていた

だきたいとい うことが 1点 日です。

もう1つは東京電力の営業損害の補償が、来年から再来年に延長になった

件です。 2年分を一括 して支払 うとい う形に自民党 と東京電力で検討中とい

う話でした。

今福島県内の食品業者の 8割が赤字経営です。 この近 くの商店街等も大変

厳 しい状況で、赤字補てんをしながら少 しずつ賠償 もいただいているとい う

のが現状です。

損害賠償の 4割は税金 とな ります。今後一気に税金でなくなつて しまった

ら、この地域 と、県内の風評被害等が出ている企業は、延命措置ができない

とい う形になってしまいます。

そ うならないよう、南相馬市 として国に対 して要望を出していただければ
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ありがたいと思います。

○区役所長

営業損益の部分はわか りかねますので確認 します。

ふるさと納税の件は、各市町村の過度な競争にならないようにとい う通知

が総務省から来てお りますので、それを含めた中での検討だつたと思います。

先ほど総務課長も言つたように、南相馬市の場合は純然たる意味合いから

ふるさと納税がされているとい うわけではなく、震災の義援金的な意味で納

税 されているとい うのが実態です。ですので、これを多 くしたからふるさと

納税も増えるとい うふ うには考えていません。

ただ、議会でも、以前は野馬追の入場券だけだつたので、来れない方は使

えないので別な方策を考えたほうがいいのではとい うことがありました。

野馬追入場券については、交流人 口の拡大につなげるとい うことでやつて

いるものですので、ご理解願いたい と思います。    ・

〇五賀会長

その他なければ、終了します。

これをもちまして本 日の議会は終了しました。長時間ご苦労様でした。

7 閉  会

以上のとお り相違ありません。

会 長́ルプゎた
会議録署名人  f4葬

暮

会議録署名人υtt θ 形 ペ
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